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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

  

１ 点検・評価の導入の目的 

教育委員会制度は、首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行政に関する基

本的方針のもと、教育長及び事務局が広範かつ専門的な教育行政事務を執行するものです。 

このため、事前に教育委員会が立てた基本方針にそって具体的な教育行政が執行されている

かどうかについて、教育委員会自らが事後にチェックする必要性が高いものと考えられま

す。 

このようなことから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正において、教

育委員会は、平成 20 年度から、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について毎年

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表することが定められました。 

市教育委員会は、この報告書を議会に提出するとともに、公表することにより、市民へ

の説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進することを目的とします。 

 

２ 対象事業と点検・評価の方法 

 （１）対象事業 

瀬戸内市教育委員会が策定した、「平成２６年度教育重点目標」において、主要施策の

取り組み並びに達成状況について点検・評価を行いました。 

 （２）評価方法 

  主要施策について達成度により自己評価しました。 

      ・達成度（Ａ～Ｄ） 

          Ａ・・・十分達成できた 

          Ｂ・・・概ね達成できた 

         Ｃ・・・やや不十分である 

          Ｄ・・・不十分である 

      ・学識経験者からの評価及び意見を記載しました。 

（３）評価基準日  

平成２７年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第 1 項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 4 項の規定により事務局職

員等に委任された事務を含む）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出するとともに，公表しなけ

ればならない。 

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 
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氏　　名 委員就任 委員任期 備　　考

教育委員長 淵本晴生 平成25年4月1日 平成27年12月24日

 教育委員長職務代理者 水野勝紀 平成24年12月25日 平成28年12月24日

委　　　　員 川島ゆか 平成25年12月25日 平成29年12月24日

委　　　　員 片山　工 平成25年12月25日 平成26年12月24日 再任　平成30年12月24日まで

教　育　長 藤原一成 平成25年1月21日 平成28年12月24日

２　教育委員会会議の開催状況

開催年月日 議　　案

4月23日 9

5月28日 6

6月23日 3

7月30日 5

8月27日 2

9月18日 3

10月22日 4

11月18日 4

12月12日 5

1月20日 5

2月17日 6

3月24日 9

平成26年4月1日

教育委員会の状況

１　教育委員
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３　教育委員会会議での議決案件

開催年月日 議決案件
H26.4.23 臨時職員の採用等について

就学指導委員会から教育支援委員会への名称変更について
瀬戸内市教育支援委員会委員の委嘱について
瀬戸内市学校支援チームの委嘱について
瀬戸内市立学校学校評議員の委嘱について
瀬戸内市いじめ防止基本方針の策定について
瀬戸内市社会教育委員会委員の委嘱について
瀬戸内市指定重要文化財について
瀬戸内市立図書館協議会委員の委嘱について

H26.5.28 臨時職員の採用について
瀬戸内市学校支援チーム構成員の追加について
平成26年度教育要覧について
前島キャンプ場条例及び施行規則の廃止について
瀬戸内市立幼稚園保育料免除規則の一部改正について
平成26年度6月補正予算について

H26.6.23 臨時職員の採用等について
平成26年度教育要覧について
準要保護児童生徒の認定について

H26.7.30 臨時職員の採用等について
平成27年度使用教科用図書の採択について
平成25年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書について
平成26年度8月補正予算について
準要保護児童生徒の認定について

H26.8.27 臨時職員の退職について
平成25年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について（継続）

H26.9.18 臨時職員の採用等について
準要保護児童生徒の認定について
平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果概要について

H26.10.22 臨時職員の採用等について
瀬戸内市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正について
準要保護児童生徒の認定について
瀬戸内市立幼稚園園則の一部改正について

H26.11.18 臨時職員の採用について
準要保護児童生徒の認定について
瀬戸内市立学校通学区域規則の一部改正について
平成26年度11月補正予算について

H26.12.12 臨時職員の採用について
準要保護児童生徒の認定について
瀬戸内市立美術館作品選定委員会規則の制定について
瀬戸内市教育委員会教育委員長の選任について
瀬戸内市教育委員会教育委員長職務代理者の指定について

H27.1.20 臨時職員の退職について
平成27年度瀬戸内市立幼稚園の入園決定について
瀬戸内市立図書館条例の一部改正について
瀬戸内市公民館条例の一部改正について
瀬戸内市教職員住宅管理条例及び施行規則の廃止について

H27.2.17 臨時職員の採用について
平成26年度2月補正予算について
平成27年度当初予算について
瀬戸内市指定重要文化財について
準要保護児童生徒の認定について
瀬戸内市公民館条例の一部改正について（修正）

H27.3.24 臨時職員の採用について
瀬戸内市費負担教員の任用等に関する規則の制定について
瀬戸内市教育委員会公告式規則の一部改正について
瀬戸内市教育委員会会議規則の一部改正について
瀬戸内市教育委員会会議傍聴規則の一部改正について
教育長に対する事務委任規則の一部改正について
教育長の職務を代理する職員の順序を定める規則の廃止について
瀬戸内市教育委員会行政組織規則の一部改正について
瀬戸内市教育委員会公印規則の一部改正について
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事　務　事　業

1幼児教育の充実

1道徳時間の確保と指導の充実
2人権教育の充実
3体験活動の重視

1学習指導の充実
2教育の情報化の推進
3読書活動の推進

1就学指導の充実
2特別支援教育の充実

1計画的な施設・設備の推進
2耐震化の推進

1新体力テストの実施
2遊具等の点検・補修

１安全・安心な給食
2栄養バランスのよい給食

１統廃合の取り組み

１不登校問題の解決に向けての取り組み
2生徒指導の充実

1学習機会・集いの場の提供

2関係機関や地域との連携
3子育てに関する情報の提供
4意識の高揚

1体験の場の提供
2情報の提供
3輝く青少年の育成

1地域ぐるみで子どもを育てる体制づくり
2地域との交流促進

1青少年を取り巻く環境整備
2関係機関や地域との連携

1情報の提供
2魅力ある事業の開発

1生涯学習推進・学習相談体制の整備
2安全・安心な施設への改修
3新たな学習拠点の整備

1学習ニーズの把握
2学習機会の提供
3図書館活動の充実
4地域、企業、大学等と連携した学習機会の提供

1学習成果発表の場の提供
2地域社会への還元
3地域活動団体への支援

1スポーツ施設の整備と活用
2学校体育施設の開放
3海洋スポーツ施設の有効利用
4指定管理者制度によるスポーツ施設の運営
5スポーツ施設予約システムの検討
6市内キャンプ場の継続に関する検討

1スポーツを通じた健康づくりの推進
2スポーツ・レクリエーションの振興
3スポーツ関係者を対象とした研修会等の開催
4ニュースポーツの普及

1スポーツ指導者育成
2体育協会・スポーツ少年団の支援
3総合型地域スポーツクラブの支援

1全国大会等出場選手への激励

1文化財・伝統行事の保護・保存
2文化財情報の提供

1文化財の活用
2地域文化の振興

1学習場所の提供
2学習機会の提供
3文化活動の支援
4発表機会の提供

教育行政重点施策体系

重  点　施　策 主　要　施　策

Ⅰ-1 就学前教育の推進

Ⅰ-2 道徳教育の推進

Ⅰ-4 学習環境の改善

Ⅰ-5 学校施設・機器の整備

Ⅰ-3 学力の向上

Ⅱ-1 家庭教育に関する情報
や学習機会・集いの場の提供

Ⅱ-2 青少年の体験の場の提

供

Ⅱ-3 地域との交流の機会の

提供

Ⅲ-2 身近な学習活動の場所
の整備

Ⅲ-3市民のニーズに応じた学
習機会の提供

Ⅳ-1 スポーツ活動の場所と機
会の提供

Ⅳ-2 多様なスポーツ活動の支

援

V-1 文化財の保護・保存と情

報発信

V-2 歴史・伝統文化を次の世
代に継承

V-3 伝統文化や芸術にふれな
がら学習する機会の提供

互いに学びあい、教えあい、
人がつながるまち

スポーツを通じ健やかに
暮らせるまち

歴史や文化を大切にする
まち

人
と
自
然
が
織
り
な
す
し
あ
わ
せ
実
感
都
市

瀬
戸
内

子どもが楽しく学び成長を
実感できるまちⅠ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅰ-6 児童生徒の体力向上に
努め、健康管理と安全を確保

Ⅰ-7 安全で栄養バランスのよ

い学校給食を提供

Ⅰ-8 学校・園の適正規模につ

いて検討

Ⅰ-9 生徒指導上の諸問題へ
の対応

Ⅲ-4学びあい、教えあい、人が
つながるしくみづくり

Ⅳ-3 スポーツ団体・指導者の

育成

Ⅳ-4 トップレベルで活躍する選

手の支援

Ⅲ-1 学習活動を促進するため

の情報の発信

子どもの成長をみんなで
見守るまちⅡ

Ⅱ-4 未来に輝く青少年の育成
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平成 26 年度主要施策点検・評価シート 
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Ⅰ－１ 就学前教育の推進 

事業の 

目的 

市内幼稚園で３歳児、４歳児、５歳児教育を実施するとともに、保護者の要望に応じて預か

り保育を実施する。また、園児が様々な活動を体験できるよう他園や近隣の保育園との交流

保育、隣接する小学校との交流会、また、市外への遠足など園外活動を実施する。  

取組の 

概要 

１ 幼児教育の充実 

【幼稚園教員研修会】 

幼稚園教職員の質の高い保育と教育技術や見識を高めるため市内の幼稚園全職員が

『育ちと学びの共通カリキュラム』の学びのスキル「人間関係」「言葉」について、保育園の

職員と共にグループ研修を実施した。また、国府幼稚園での研究発表会に幼稚園全職員

が参加し研修に努めた。 

・瀬戸内幼稚園教育研究発表 

 テーマ『思いを伝え合う幼児の育成』 サブテーマ「言葉を育むための教師の援助」 

・幼稚園と保育園職員の合同グループ研修 テーマＡ「人間関係」 Ｂ「言葉」 

【支援員配置事業】 

支援員１４名を配置し、支援を要する園児の個々の課題に応じた支援を実施した。ま

た、特別支援教育の学識者を招へいし、保、幼、小、中の職員の合同研修を実施し、特別

支援教育と支援の仕方の理解に努めた。 

【保幼小の連絡会】 

就学前から就学に向けての滑らかな連結を図るため、公開保育の実施や、授業参観を

実施した。その際、支援を要する園児や児童の特性や状況、支援方法について情報交換

した。また、入学前と夏季休業中に幼小連絡会を開催し、主に、基本的生活習慣や言葉、

人間関係等の育ちや課題、入学後の児童の育ちや課題について話し合い、共通理解に

努めた。 

【保健福祉部との連携】 

   就学前の園児について、発達障害の理解や支援の在り方について保健師や臨床心理

士から指導を受けた。 

２ その他 

・預かり保育は、７園で実施している。（年間５園、随時２園） 

・特別支援教育に係る事案についてケース会議を４園が１回から５回実施した。（保健福祉部、

おかやま発達障害者支援センターの担当者、小学校の養護教諭参加） 

・同じブロックの幼稚園間、あるいは幼稚園と保育園間の交流保育や合同遠足、隣接する小学

校との交流会を実施し、園児や職員の交流を図った。 

成果 

連絡会や会議を定期的に開催し、関

係機関との連携がより密になった。共通

カリキュラムの考えを基盤に就学を見通

し、保育園の職員も一緒に研修を進

め、職員間の親睦と資質の向上につな

げることができた。 

特別支援教育について、保幼小職員

に加え、中学校職員を加えた連絡協議

会では、主にワークショップを行い、支

援児やその保護者の相手の立場にたっ

て支援を行うことの必要性を学ぶことが

できた。 

課題 

就学に向けて共通カリキュラムが実態

に即したカリキュラムとなるよう、常に見

直しをしながら活用することが必要であ

る。 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

共通カリキュラムの活用を機に、さらに保幼小連携の強化と就

学前教育の充実を図っていく。特別支援教育については、保護者

支援、保護者理解についての教職員の見識を深められるような研

修の機会を確保していく。 

点検評価シート 
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Ⅰ－２ 道徳教育の推進 

事業の 

目的 

子ども一人ひとりに「豊かな心」が育つよう学校・園における道徳教育を進める。

また、児童生徒が規範意識を持ち、礼儀を習得できるよう保護者や地域と連携して指

導する。 

取組の 

概要 

１ 道徳時間の確保と指導の充実 

・ 授業だけでなく、教育活動全体で道徳教育に取り組んだ。また、年間指導計画や指導

資料の見直し、改善を行った。 

・道徳時間の確保（標準時間数は年間 35 時間） 

平成２６年度の実施状況 小学校 中学校 

１学級の平均授業時数 35.3 35.0 

 

２ 人権教育の充実 

・ 学校の教育活動全体を通じて行うこととし、全体計画ならびに地域性を活かした年間指

導計画を作成し、実施した。多くの学校が長島ハンセン病療養施設を訪問し、人権の大切

さについて現地で学習することができた。 

 

３ 体験活動の重視 

・ 教科指導、特別活動、総合的な学習の時間等において、施設見学や地域探検、地域

の方との交流など、様々な体験活動を取り入れた。 

・ 「平成２６年度岡山チャレンジワーク 14」では市内３中学校の生徒が事業所などで働くこ

とを通じて、実際の仕事を体験したり、働く人々と接したりする活動を行った。  

 

４ その他 

・学校支援地域本部事業は実施校を新たに 3 校加え、小・中合わせて 10 校に拡充した。

これにより、開かれた学校づくりと地域ぐるみの子育て活動に取り組んだ。学校支援ボラン

ティアの数も着実に増えており、すでに実施している学校は「あいさつ運動」「読み聞かせ」

など活動内容も定着しつつある。 

 ・学習規律の徹底については、低学年の時期から基本的な学習のルール、生活のル

ールを繰り返し指導して、規範意識の定着を図った。 

 

 

成果 

道徳教育、人権教育の推進について

は、各校とも全体計画や年間指導計画

を策定し、教育活動全体を通して実施

できた。 

道徳の時間数の確保、体験活動の

実施について、目標は達成できた。 

学校支援地域本部事業の拡充により

地域の方が学校の教育活動に参加す

る機会が増えた。 

課題 

道徳教育推進のための制度面は充

実してきたが、質の高い道徳授業の展

開や道徳的判断力及び実践力の育成

は十分とはいえない。 

自己 
評価 
（A～D） 

Ｂ 
今後の 

方向性 

 上記４項目の取組をさらに充実させ、幼少期からの徳育につい

て発達段階に応じた指導体系を組んでいく。生徒指導について

は、別の項目を立てて施策の充実を図る。 
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Ⅰ－３ 学力の向上 

事業の 

目的 

子ども一人ひとりに「確かな学力」が身につくよう学校・園において学力向上に向けた教育

活動を進める。特に、各中学校ブロックで学力向上プロジェクトチームを組織し、教員の指導

力を高めるための研修等を実施する。また、習熟度別指導の学級編成を工夫し、一人ひとり

の学習スタイルや理解度に応じた指導を充実させる。 

取組の 

概要 

１ 学習指導の充実 

・ 小学校 4 年、5 年及び中学校 2 年を対象に市独自の学力・学習状況調査を実施した。

また、中学校１年は県の調査を、小学校 6 年及び中学校 3 年は全国の調査を実施した。こ

れらの調査結果を分析し、授業や家庭学習等についての改善策を検討した。また、各中

学校ブロックで学力向上プロジェクトチームを組織し、各学校の結果についての情報を共

有するとともに、各ブロックであげられた成果と課題をもとに今後の学習指導のあり方につ

いて共通理解を図り、改善に取り組んだ。 

 ・ 少人数指導の充実を図るため、小学校 4 校と中学校 2 校に少人数指導のための教員を

加配した。また、中学校 2 校で、加配教員により学級編成の弾力化を行った。さらに、加配

の有無にかかわらず、すべての学校で習熟度別の少人数指導を行った。 

 ・ 小学校 2 校において「魅力ある授業作り徹底事業」を実施した。県教育センターの指導

主事を招いた研修を行い、児童の学力向上を図る校内研修に取り組んだ。 

 ・ 瀬戸内市独自の体験型理数教育を取り入れた授業力向上事業を実施し、教師の授業

力の向上、児童生徒の学力及び学習意欲の向上に取り組んだ。 

・岡山型学習指導のスタンダードを意識した、授業改革協力員による授業公開を中心に、

小中の交流を図り、教師の授業力向上・授業改善の取組を行った。 

２ 教育の情報化の推進 

・ 学習及び指導の効率化を図るため、全小中学校にタブレット端末、実物投影機やプロ

ジェクターなどを配置し、教職員の研修を進め、校務における実用的な活用法を提案して

取り組んだ。  

３ 読書活動の推進 

・ 学校図書館司書を７小学校と全中学校で専任とし、読書啓発活動に取り組んできた結

果、児童生徒の読書量や図書室利用が増加した。 

成果 

市内の多くの学校で習熟度別による

きめ細かい指導が効果的に実施され

た。また、読書活動の充実を図ることが

できた。 

全国学力・学習状況調査の結果は、

県平均を超えることはできた。家庭学習

の時間も増加傾向にある。 

教職員研修を計画的に実施し、教育

に関する幅広い認識を深めることができ

た。 

 

課題 

全国調査では全国平均は超えてい

ない。また県調査では平均に達してい

ないなど波が見られる。学習意欲がや

や低く、テレビやゲームの時間が長い。 

専任の図書館司書が、２名不足して

いる。 

 

自己 
評価 
（A～D） 

Ｂ 
今後の 

方向性 

「わかった・できたが実感できる授業」の実践により、一人ひとり

の学習意欲を向上させるとともに、学ぶ意味や意義を教師や児童

生徒に深く理解できる取り組みを提案する。教員のＩＣＴ技能向上

のための研修会を定期的に実施する。 

授業改革協力員による公開授業やブロック内での学力向上プ

ロジェクト会議を実施し、小学校間、小学校と中学校間の連携を深

める。また、家庭学習のあり方や学習習慣づくりについて調査研

究を深め、家庭や地域の協力が得られる取り組みを提案し、学ぶ

意味や意義を共有することで、学力向上につなげる。 
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Ⅰ－４ 学習環境の改善 

事業の 

目的 

きめ細かな教育活動を展開するため、国県の施策を利用し、少人数学級や特別支援

学級を設置し、拡充する。 

取組の 

概要 

１ 就学指導の充実 

・ 各学校では校内就学指導委員会を開催し、支援を要する児童生徒一人ひとりの障が

いの特性や状況を理解し、個々の課題に応じた就学指導を行った。 

・ 対象となる園児、児童、生徒の調査票と診断書を基に、学校教育関係者や医師、専門

家、保健福祉部担当者で組織された市教育支援委員会を年２回開催し、31 名の児童生

徒の就学について審議及び判定を行った。 

・ 市教育支援委員会の判定結果を受け、対象の園児、児童、生徒の保護者や本人の意

向を十分確認した上で、特別支援学級や特別支援学校への就学指導を行った。 

・ 就学先の学校は、調査票や診断書だけでなく、在籍校園の園児児童を参観し、障がい

の状況や実態の把握に努めた。 

 

２ 特別支援教育の充実 

・ 小学校 2 校で特別支援学級の新設を行うことができた。 

・ 各学校は、特別支援コーディネーターを指名し、特別支援教育の充実に努めるととも

に、関係機関や保護者との連絡調整を行った。 

・ 各学校園は、支援を要する児童生徒一人ひとりの教育ニーズに対応できるよう「個別の

教育支援計画」「個別の指導計画」を作成し、計画的及び継続的な指導と支援に努めた。 

・ 県の専門指導員派遣事業を活用し、指導上の助言や相談が受けられるよう特別支援

学校（東備支援学校）の専門的知識をもった教員による電話相談や派遣を実施した。 

・ スクールソーシャルワーカーや、スクールソーシャルパートナーとの連携により学校や家

庭、児童生徒の支援体制の充実を行った。 

・ 支援を必要とする園児、児童、生徒への対応や少人数学級でのきめ細やかな支援が

できるよう、県の事業や市費により支援員を配置した（幼稚園１４名、小学校１６名、中学校

５名）。 

成果 

対象の園児、児童、生徒の障がいの

特性や状況の把握を学校・園や関係機

関が連携して行うことができた。 

特別支援学級の新設により、児童生

徒への適切な指導が行える体制が充実

した。 

県の事業等を利用し、小学校で 3

校、中学校で 1 校の支援員の追加配置

を行うことができ、学校の環境の充実と

児童生徒への支援体制の充実が図れ

た。 

課題 

将来に渡って、支援がつながるよう

幼、小、中の連携を進める。 

支援を要する児童生徒の割合が多い

ことに加え、学級環境の充実のために、

人的支援がさらに必要である。 

自己 
評価 
（A～D） 

Ａ 
今後の 

方向性 

校種を越えて適切な支援が継続できるよう、支援を要する児童

生徒全員に個別の教育支援計画や指導計画の作成をするととも

に、校種間の交流により児童生徒の様子や困り感についての見取

りを計画的に行っていく。 

学校園の実情や状況を把握し、必要に応じて適切に人的支援を

行っていく。 
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Ⅰ－５ 学校施設・機器の整備 

事業の 

目的 

 耐震診断をもとに耐震補強計画を定め、補強工事を進めるとともに、老朽化による

改修やバリアフリー化等についても緊急度に応じて実施する。また、情報通信技術（Ｉ

ＣＴ）教育を進めるため、学習機器を整備する。 

取組の 

概要 

１計画的な施設・設備の推進  

今日の教育事情に対応する、機能的で特色のある学校・園の整備と充実を図る

ことを目的として、教育効果が期待できるように、緊急度及び必要性を勘案しな

がら計画的に学校施設と設備の整備に努めた。 

ＩＣＴ機器の更新に合せて大規模な整備を実施した。整備内容については、学校

と教育委員会で構成した整備委員会の中で十分協議し、学校現場の意見を踏まえた

整備に努めた。（ＰＣ、教材提示装置、プロジェクター、スクリーン、タブレット、

校務支援システム等を整備 備品購入費 186,127,956 円） 

また、老朽化した施設の改修工事も緊急度に応じて実施した。 

 ＜主な改修工事関係＞ 

  邑久幼稚園園舎増築工事（工事費 14,401,800 円） 

行幸小学校下水道接続工事（工事費 22,155,120 円） 

  邑久小学校体育館床改修工事（工事費 4,482,000 円） 

今城小学校普通教室増設工事設計（委託料 3,024,000 円） 

   

２耐震化の推進 

平成25年度に耐震化計画に追加された邑久中学校及び長船中学校の武道場につい

て、耐震診断を実施した。その結果、基準を満たしていなかった長船中学校の武道

場について、補強工事の設計業務を実施した。 

また、非構造部材（天井材、照明器具等）についても、耐震点検の結果、対策を

施す必要がある危険個所について、設計業務を実施した。 

いずれも、平成 27 年度に工事を実施して、すべての耐震化事業が完了する予定で

ある。 

＜耐震化関係＞ 

中学校武道場耐震診断（委託料 5,029,560 円） 

長船中学校武道場耐震改修設計（委託料 2,916,000 円） 

牛窓東小学校体育館天井改修設計（委託料 756,000 円） 

長船中学校体育館天井改修設計（委託料 1,058,400 円） 

 

成果 

ＩＣＴ機器を活用した新たな授業

スタイルの確立に向けて学習環境を

整備することができた。 

学校施設の改修及び耐震化事業に

ついて、計画どおり円滑に実施するこ

とができた。耐震化事業での耐震化率

が 98.6％となり、平成 27 年度で耐震

化が完了する見通しが立った。 

課題 

学校施設の老朽化に伴い、大規模改

修の必要性が高まっており、市の中期

財政試算に反映させ、計画的に改修工

事に取り組む必要がある。 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

ＩＣＴ機器の有効活用を図るため、今後も研修等のサポー

トを充実させる。 

耐震化については平成27年度には非構造部材も含め耐震化

事業が完了する予定である。一方、各校の施設の老朽化が進

んでいるため、大規模改修を計画的に実施する。 
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Ⅰ－６ 児童生徒の体力向上に努め､健康管理と安全を確保 

事業の 

目的 

学校教育全般において、児童生徒の体力向上に努める。また、学校医等による健康

管理を進めるとともに、遊具等の点検及び補修等による安全確保を進める。 

取組の 

概要 

１ 新体力テストの実施 

・ 新体力テストを１学期中に実施することで、児童生徒の体力を早期に把握し、その結果

から成果や課題を明確にして体育指導の資料とすることができた。 

・ 特に中学校２年生の結果においては、岡山県 1 位の結果であった。結果の分析から、

男子生徒は「運動が好きである」、「運動が得意である」の項目について肯定的回答の割

合が多く、女子生徒については運動する時間が長い実態が明らかとなった。 

 

２ 遊具等の点検・補修 

・ 各学校に、月 1 回、教職員が分担し、遊具だけでなく、教室や校舎周辺の分担された

箇所の点検を行うよう指導した。 

・ 年 1 回、１１月に、専門業者が遊具と体育設備の点検を(幼、小、中)行った。危険度の

高いものから優先順位を定め、予算化を行った。緊急性の高い箇所については直ちに修

理を行った。 

小学校：邑久小学校ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具他 11 件（修繕料 933,768 円） 

中学校：邑久中学校ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ他 1 件（修繕料 498,960 円） 

幼稚園：邑久幼稚園ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ遊具他 7 件（修繕料 377,136 円） 

 

３ その他 

 学校保健委員会等の取組 

・ 各学校で、学校医、保護者、教員、地域住民等による学校保健委員会を年間２～３回

実施し、健康診断の結果等、児童生徒の健康に関する情報を周知するとともに、自校の

改善策についての協議や、家庭での取組について検討をしている。また、健康診断の結

果を各家庭に知らせ、治療指示等を行うなど疾病予防を図っている。 

 

 

成果 

健康診断を計画的に実施し、養護教

諭部会を中心に児童の健康状態につい

ての課題を明確にすることができた。 

スポーツに対する興味付け、意識付け

ができ、運動能力の向上が見られた。 

関係者の連携により、安全点検の精度

が上がってきた。 

 

課題 

肥満傾向の児童生徒への指導に

ついては家庭との協力により進めてい

く必要がある。 

限られた予算の中で、全ての学校

の修繕要望に応えるのは困難であ

る。 

自己 
評価 
（A～D） 

Ｂ 
今後の 

方向性 

健康診断結果から明らかになった各校の課題に応じた取組に

ついて、家庭の協力が得られる工夫を行っていく。さらに、食育の

推進や、家庭地域への情報発信等を強化していく。 

一層確実な安全点検に努めるとともに、学校別に「安全点検

表」を作成し、計画的かつ効果的な施設設備の改善、修繕を行っ

ていく。 
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Ⅰ-7 安全で栄養バランスのよい学校給食を提供   

事業の 

目的 

 

正しい食事習慣を身につけ、健やかに成長できるよう栄養バランスのとれた学校給食を提

供する。また、安全・安心な地場産物を使った献立や郷土料理を取り入れる。 

取組の 

概要 

１ 安全・安心な給食 

安全・安心な地場産物を使った献立を取り入れた。 

・ 「ふるさとの味給食の日」を毎月１回実施し、郷土料理や瀬戸内市の特色のある食材を

使った献立を提供した。 

・ 年間を通じて瀬戸内市産の米を使用するほか、瀬戸内市産の白菜・キャベツ･かぼちゃ

等の野菜類も、調達できる時期は地場産物を使用した。また、「備前福岡の市圏地産池消

推進協議会」の協力を受け１１月の地産地消週間に地場産の利用を図った。 

・ 給食週間中は、地場産物を使った献立や瀬戸内市内の郷土料理等を取り入れ、掲示

資料や配布資料などを作成し、児童、生徒、保護者に意図を知らせた。 

 

２ 栄養バランスのよい給食  

・栄養教諭の100回以上の学校訪問により食習慣の改善と栄養バランスの意識の啓発に

努めた。 

 

３ その他 

児童生徒の健康の保持増進 

・ 各調理場に栄養教諭または栄養職員を配置し、食育を推進した（年間のべ100回の指

導）。 

 ＜食育授業例＞ 

 「おやつの選び方」 

 「部活動と栄養補給」 

 「栄養を考えてお弁当を作ろう」 

・ 毎月、給食献立予定表や給食だより等で産地紹介、給食マナー及び私たちの学校給

食Q&Aなどの資料を作成し、児童、生徒、保護者に配布した。 

 

成果 

１１月の地産地消週間において瀬戸

内市産品の割合が２５年度１３％、２６年

度２１％となり、子どもたちの瀬戸内市産

の野菜など地元食材への関心を高める

のによい週間となった。 

栄養バランスのとれた学校給食の提

供及び栄養教諭等の食育事業の実施

ができた。「ふるさとの味給食の日」を実

施し、地場産物や郷土料理を取り入れ

た給食の提供ができた。 

課題 

給食食材として、地場産物をできる

だけ安定的に確保すること。児童生徒

の給食の残量を減らすことだけでなく、

食に興味関心を持ち、正しい知識と望

ましい食習慣を身につけさせる。 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

地場産物の有効活用に向けての関係部局との連携強化や学校

給食についての情報発信を図る。 

現在、調理場単位で行われている食育指導について、情報交

換を行ったり、取組の統一化を図ったりしていく。 

食物アレルギー対応マニュアルをもとに学校や給食調理場等

の関係者が連携し児童生徒の安全確保に努める。 
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Ⅰ－８ 学校・園の適性規模について検討 

事業の 

目的 
集団生活が可能となる学校・園の適正規模や統廃合について検討していく。 

取組の 

概要 

 

１統廃合の取り組み 

少子化に伴い、今後の学校や学区等のあり方について、小学校並びに幼稚園の

通学区域等検討委員会からの答申を基に取り組んできた。統廃合の時期は保護者

や地域住民の同意を得た上で実施することとしている。 

 

平成 26 年度の牛窓西幼稚園の園児数が当初 3 人となり、集団教育の実施が困難

となったため、保護者との協議により牛窓東幼稚園へ通園することとし、牛窓西

幼稚園を休園した。 

また、園児数が減少している牛窓北幼稚園と美和幼稚園の保護者との懇談会を

開き、幼稚園の統廃合についての意見交換を実施した。 

保護者の意見としては、園の継続を希望している意見が多い。 

 

 平成 26 年度の牛窓西幼稚園休園に伴う遠距離通学児童等通学費補助金の状況 

  該当者：4 人 

交付額：29,700 円（4 人分） 

 

  

 

成果 

平成 26 年度から牛窓西幼稚園の休

園により幼稚園実施園を 7園とした。 

牛窓北幼稚園と美和幼稚園の保護

者との懇談会を開き意見を聞いた。

今後も継続して意見交換を実施する

こととした。 

課題 

答申に基づき、小学校及び幼稚園の

統廃合について、協議を進める必要が

あるが、地域住民の同意を得ることが困

難である。 

自己 
評価 
（A～D） 

B 
今後の 

方向性 

少子化や過疎化が進行する中で、学校の統廃合は集団生活

を確保する上で避けて通れない問題であり、今後も答申に基

づき保護者や地域住民の合意形成に努めていく必要がある。 

文部科学省が平成 27 年 1 月に公表した「公立小学校・中

学校の適正規模・適正配置等に関する手引」を参考にしなが

ら検討していく。 
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Ⅰ－９ 生徒指導上の諸問題への対応 

事業の

目的 

学校、家庭、地域社会、関係機関との連携強化による積極的な生徒指導上の諸

問題への対応により、問題行動の早期発見、早期解消に努める。 

取組の 

概要 

１ 不登校問題の解決に向けての取り組み 

・ 毎月 1 回、各校の不登校状況調査を行い、不登校の児童生徒の状況や、その前兆を

詳細に把握できるようにした。 

・ 不登校の人数の状況。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

小 学 校   10 人   11 人 13 人 

中 学 校   35 人   24 人 37 人 

・ 不登校傾向や不登校状態の児童生徒の支援や本人と保護者等の相談窓口として、適

応指導教室に支援員 3 名を配置した。また、適応指導教室と学校との連携を強化するた

め、該当児童生徒について、関係職員が情報交換を行う場を設けた。 

・ 学期に１度、他市の適応指導教室との情報交換会を設けた。 

・ 社会福祉士（スクールソーシャルワーカー）派遣事業を活用し、児童生徒の登校状況を

共有し、登校へ向けた支援に努めた。 

 

２ 生徒指導の充実 

・ 問題行動に対応するため、生徒指導員（警察ＯＢ）を 2 中学校に配置した。 

・ 中学校 3 校と小学校 2 校に、スクールカウンセラーを配置し、児童生徒の相談活動を積

極的に行うことで、いじめや子どもたちの悩みや困り感などの早期発見と早期対応に努め

た。また、積極的にケース会議にも参加し、専門的な立場から助言を行った。 

・ 全国的に活躍している開善塾教育相談研究所の代表である金澤純三氏を講師として

招聘し、市内教職員を対象に不登校対応研修を行った。 

・ 虐待に係る要保護児童生徒については、保健福祉部や児童相談所と情報交換を行う

よう努めた。 

 

成果 

学校の生徒指導の充実はもとよ

り、小中の連携やスクールカウン

セラー、生徒指導員の協力により、

問題行動への早期対応や未然防止

に改善が図られ、小・中学校にお

ける暴力行為の発生件数が減少し

た。小学校では前年度 7 件あった

ものが 0 件、中学校では前年度 24

件あったものが9件まで減少した。 

課題 

前年度と比較し、中学校における不登

校児童生徒数は約 1.5 倍に増加した。 

不登校は、家庭の生活状況や保護者の

考え方に影響される場合があるので、家庭

への働きかけもねばり強く行う必要がある。

また、新たな不登校を防ぐ観点からも魅力

的な学校づくりに努める。 

自己 
評価 
（A～D） 

B 
今後の 

方向性 

各関係機関が定期的に情報交換をする体制をつくるととも

に、幼、小、中間の連携を一層強化し、学習面でのギャップの

解消や、個々の児童生徒の状況に応じた支援について共通理解

を図っていく。 

新たな不登校を生まないために、ケース会による検討やス

クールソーシャルワーカーとの連携強化を図る。 

いじめについては、今後も見過ごさない姿勢で取り組み、潜 

在化の防止と解消に努める。 
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Ⅱ－１ 家庭教育に関する情報や学習機会・集いの場の提供 

事業の 

目的 

 幼稚園単位で保護者が家庭教育学級を組織し、家庭教育の質を高めるため、子育て

に関する研修を行う。 

また、子育て環境の整備や家庭の教育力を高めるため、子育てに関する情報を提供

するとともに、保護者同士が親睦を深め、子育てに関する情報交換や交流ができる場

を提供する。 

さらに小中学校PTA主催の研修会や青少年健全育成推進大会などの学習機会を提供

する。 

取組の 

概要 

１学習機会・集いの場の提供 

・家庭教育学級を７園において 29 学級開設して家庭教育に関する学習や親子ふれあい

活動など行った。また、実施に際して、保護者が集う機会でもあるため、子育ての

情報交換をする場としても機能するようにした。 

 

２関係機関や地域との連携 

・市子育て支援ネットワークに参画し、意見交換などを行った。 

・各学校や読み聞かせボランティアなど関係機関と連携して、「おはなしフェスタ」を

3回実施した。 

・行政、学校、読み聞かせグループ等で構成する瀬戸内市子ども読書活動推進委員会

を開催し、第二次「瀬戸内市子ども読書活動推進計画」の策定にかかる意見聴取を

行った。 

 

３子育てに関する情報の提供 

・県生涯学習課が推進する「親育ち応援学習プログラム」を活用し、保護者同士のワ

ークシップを通した意見交換を行い、子育ての悩みや解決策など、親同志の相互理

解につながる交流の機会を持った。 

・ブックスタート事業を実施し、本を通した子育てに関する情報を提供した。 

 

４意識の高揚 

・「親育ち応援学習プログラム」の活用を通して、次代を担う子どもが健やかに成長し 

ていくためには、家庭教育が大切であるという意識を高めることに努めた。  

 

成果 

家庭教育学級は、市内各幼稚園で

様々な形で取り組みが行われるように

なった。保護者に対して家庭教育に

関する情報や学習機会と場所の提供

を行うことが出来た。 

「親育ち応援学習プログラム」を活

用したワークショップを実践する幼稚

園や小学校も増えてきている。 

 

課題 

引き続き様々な団体とも連携をとり、家

庭教育に関する情報や学習機会、集い

の場の提供を増やす必要がある。 

また、参加者や募集者が増えるように、

事業内容を充実させる必要がある。 

 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

家庭教育学級の開設や「親子で楽しむ絵本の世界」等の開催

をとおして、保護者の学習の機会の提供や親子のふれあいが深ま

るとともに、参加者同士の交流が生まれることにつなげたい。 
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Ⅱ－２ 青少年の体験の場の提供 

事業の 

目的 

 子どもの心と体の健全な発達を促すため、自然体験や奉仕体験、スポーツ活動、芸

術・伝統文化体験など様々な体験活動ができる場を提供する。 

 また、体験活動に関する情報提供を行う。 

取組の 

概要 

１体験の場の提供 

・刀剣博物館での体験講座、邑久 B&G 海洋センター艇庫での「カヌー体験会」など社

会教育施設等を活用した体験活動を実施した。 

・公民館では、子ども対象事業「わくわく☆チャレンジ」として、「工作教室」、「バレ

ンタインスイーツづくり」、「太鼓であそぼう」、「地引網」、「クリスマスケーキづく

り」、「らくがきあそぼう」、「ダンス教室」、「麻糸でコースターをつくろう」、「親子

料理教室」、「親子でうどんづくり」など体験活動を行った（年間 10 回、参加者延べ

477 人）。また、「子ども囲碁」の体験活動を行った。 

 

２情報の提供 

・青少年が参加できる活動団体情報チラシを作成し、配布した。 

・青少年の体験活動の講師情報やプログラムなどの情報を収集し、必要に応じて情報

提供した。 

・広報せとうち「まなびの部屋」や市ホームページ、「公民館だより」により情報提供

を行った。 

 

３輝く青少年の育成 

・公民館で青少年がボランティア（参加者延べ 137 人）として、活躍できる場の提供

を行った（喜之助フェスティバル、移動図書館、図書館整理、文化祭、環境整備等）。 

 

 

成果 

「カヌー体験会」「わくわく☆チャレン

ジ」等の開催により、地域、世代を超え

た交流の場、親子のふれあい、豊かな

体験を育む場となった。 

課題 

子どものニーズを踏まえ、学校で体

験できない多様な体験内容の計画をた

てる必要がある。 

 

自己 
評価 
（A～D） 

B 
今後の 

方向性 

多くの青少年がいきいきと輝いて活動できる体験の場や講座を

提供していく。 

より親子のふれあいのできる体験内容も計画していく。 



平成 26 年度主要施策シート 

16 

Ⅱ－３ 地域との交流の機会の提供 

事業の 

目的 

 学校、家庭、地域が連携し、地域ぐるみで子どもを育てるための学校支援体制づく

りを進める。また、子どもの道徳性や社会性を養うため、「わくわく☆チャレンジ」

や「おはなし会」などに地域の大人が参画するなど、異世代や地域の人と交流ができ

る機会を提供する。 

邑久高校２年生が授業の一環として実施する「邑友タイム」に、市民が講師として

協力し、学びながら将来を考えたり、人間関係を深めたりしながら、社会貢献できる

人材の育成を支援する。 

取組の 

概要 

１地域ぐるみで子どもを育てる体制づくり 

・昨年までの７校に続き、牛窓東小学校支援地域本部と裳掛小学校支援地域本部を設

置し、地域住民による学校支援ボランティアが学校教育活動を支援する取組を進め、

地域全体で学校を支援する体制づくりを行った。 

・瀬戸内市のおはなしボランティアネットワーク「パトリシアねっとわーく」と協働

し、絵本作家のあべ弘士氏によるワークショップおよび講演会を実施し、読書を通

した地域住民と親子のふれあいの機会の醸成を図った。 

・地域や家庭で子ども読書活動の推進を図る活動を実施した。 

 

２地域との交流促進 

・牛窓町公民館図書室で開催の「おはなし会」（年 20 回）、瀬戸内市立図書館（中央公民館

内）で開催の「絵本とあそぼ！」（年 32 回）、長船町公民館図書室で開催の「おはなし会」

（年 24 回）のいずれも、図書館司書や地域読書ボランティアの方々との読書活動を通じ

て、地域との交流促進ができた。 

・地域での読書活動推進を担う読書ボランティアの養成講座を開催した。（参加者 30 人） 

・幼児から小学校低学年とその保護者を対象に、「おはなしフェスタ2014 春・夏・秋」を3回

実施した。（参加者 159 人） 

成果 

学校支援地域本部事業の取り組み

により、学校と地域が少しずつ活性化し

てきている。 

地域の人と関わりを持つことによっ

て、「地域の子どもは地域で育てる」とい

う認識が根付いてきている。 課題 

学校支援地域本部事業の拡充によ

り、学校を支援する体制を整備していく

必要がある。 

自己 
評価 
（A～D） 

Ａ 
今後の 

方向性 

地域を一つの家庭としてとらえ、地域の人と人のつながりや生き

がいづくりの支援を行う。 
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Ⅱ－４ 未来に輝く青少年の育成 

事業の 

目的 

未来を担う青少年の健やかな成長を願い、地域ぐるみで健全な青少年を育てるため、

保護者や地域住民、青少年育成関係者及び教育関係者などが「地域の子どもは地域で

育てよう」をテーマに、青少年健全育成推進大会を開催する。 

また、ニートやひきこもり等の解決をはじめ、子どもと若者の健やかな成長を支援

するため、国・県の動向を見極めながら、福祉、教育、保健、医療、雇用及び矯正・

更生保護に係る関係機関の連携について検討する。 

取組の 

概要 

１青少年を取り巻く環境整備 

・11 月 29 日に市 PTA 連合会と共催で、明るい家庭づくりの作文発表と講演会の内容で、

青少年健全育成推進大会を開催した。開催した。（参加者 330 人）また、明るい家庭

づくり作文集「ほがらか家族」を作成し全戸に配付した。 

２関係機関や地域との連携 

・市青少年問題協議会、県民会議瀬戸内地区連絡協議会、市青少年相談員連絡会を設

置して意見交換を行い、情報の共有を図った。 

・子育て支援ネットワークに参加し、連絡会の場で互いの情報交換や意見交換を行っ

た。 

・県立邑久高等学校と中央公民館が連携して行う、こうこうネットワーク事業「邑友タイム」を継

続して取り組んだ。公民館登録グループの方々が講師となり、「手話」、「介護福祉」、「前

結び着付け」、「フォークダンス」、「食育」、「大正琴」の 6 講座を実施した。101 人の２年の

生徒が受講した。 

・幼児から小学校低学年とその保護者を対象に、各学校他関係機関と連携して、「おはな 

  しフェスタ 2014 春・夏・秋」を 3 回実施した。 

３その他  

子どもと若者の健やかな成長支援 

・おかやま子ども・若者サポートネットの実務者会議にオブザーバーとして参加し、

県の動向を把握し、市の方向性を研究した。 

・青少年の善意ある行為や模範となる行為を青少年相談員が推薦、伝達する「岡山県わか 

ば賞」を高校生と小学生の子ども会が受けた。 

成果 

青少年健全育成推進大会を市 PTA

連合会と共催して開催し、参加者に学

習機会を提供した。また、同大会での

講演会においては、講師から子育て世

代の参加者に自信と元気を与える内

容の講演をしていただき、アンケート

では多くの参加者が満足するもので

あった。 

 

 

 

課題 

関係機関の連携を強化し、情報の共

有を図りながら各種事業を通して、青少

年の健全育成に努める必要がある。 

自己 
評価 
（A～D） 

Ａ 
今後の 

方向性 

地域ぐるみで青少年の健全育成推進に向けて、官民協働に

よる青少年健全育成大会を継続していく。 

家庭や家族を振り返る機会として、「明るい家庭づくり」作文を書

いてもらうよう、保・幼小・中学校の保護者に積極的に呼び掛けて

いく。 
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Ⅲ－１ 学習活動を促進するための情報の発信 

事業の 

目的 

広報紙やホームページ、公民館だよりで学習情報を発信する。 

また、市内や近隣市町で開催される民間団体などの学習情報についても提供できる

よう情報収集する。 

市民が学んだ成果を地域に還元できるよう、事業の開発を行う。 

取組の 

概要 

１情報の提供 

・市広報紙や市ホームページ、公民館だより、生涯学習団体情報冊子により情報提供

を行った。 

・各社会教育施設等の窓口にて学習相談に対応した。 

・日本美術刀剣保存協会岡山県支部備前長船分会と共同で「備前長船刀剣博物館だよ

り」を会員や来館者に配布し、展示会情報や刀剣文化を紹介した。 

２魅力ある事業の開発 

・地域の特性、資源を活かした事業、学習者や学習成果が正しく評価される事業等の 

開発や工夫を行った。 

・牛窓、邑久、長船地域の名所を歩いて、地域の文化、歴史、自然を学びながら地域を再発

見する「地域再発見！ウォーキング」を開催。（参加者 100 人、内訳：邑久地域 44 人、牛窓

地域 22 人、長船地域 34 人）。 

・「歴史探訪！瀬戸内わくわく発見！」は、江戸時代岡山藩の産業と生活の基盤づくりに

尽力した岡山藩郡代をつとめた津田永忠について理解を深めた。（2 回講座、参加者延べ

50 人） 

・公民館で地元の食材を使った美味しい料理を作る「地元まるごと料理教室」（年間 9 回、参

加者延べ 215 人）を実施した。 

・博物館においてホームページや博物館だより、チラシにより展示会や講座情報を提供し

た。 

・図書館において毎月発行する「瀬戸内市図書だより」において新刊本や行事について情報

を提供した。また、ホームページにおいてとしょかん未来ミーティングの記録や「基本計

画」、「実施計画」を提供した他、公民館や美術館事業にちなんだブックリストや「全国津々

浦々図書館長の本棚」と題した推薦図書リストも紹介した。 

成果 

話題性や魅力ある事業を計画し、市

広報紙や市ホームページ、公民館だよ

りにより情報提供を行い、参加者数が少

しずつ増加している。 

課題 

多くの参加を促すため、事業内容の

充実を図るとともに、告知の方法等にも

工夫を凝らす必要がある。 

 

自己 
評価 
（A～D） 

Ａ 
今後の 

方向性 

生きがいのある、充実した人生を送るために自分から進

んで行う生涯学習や健康づくりに関する情報を、公民館、博物

館、美術館、図書館、スポーツ公園等の社会教育施設等と連携し

ながら発信していく。 
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Ⅲ－２ 身近な学習活動の場所の整備 

事業の 

目的 

安全に安心して学習できるように、また多様な学習要求に応えることができるよう、

公民館及び図書館(室)を整備する。 

さらに、市民や市内の民間団体の学習活動が活発になるように、公民館や地域コミ

ュニティセンターなどの社会教育施設の貸出しや学校体育施設の開放などを行う。 

取組の 

概要 

１生涯学習推進・学習相談体制の整備 

・中央公民館制による各公民館間の事業、運営支援体制が定着した。また、社会教育指導

員を配置することにより、窓口相談など細かなサービスを行った。 

２安全・安心な施設への改修 

・消防用設備点検で指摘のあった中央公民館、牛窓町公民館、長船町公民館の煙、熱感知

器の取替え、誘導灯バッテリー、ランプの交換修理等を行い、利用者の安全性の向上を図

った。 

３新たな学習拠点の整備 

・新図書館整備について、平成 25 年度に完了した「実施設計」をもとに、工事請負契約を締

結し着工に至った。 

・新図書館整備検討のための市民フォーラム「としょかん未来ミーティング」の第９回目「建築

デザイン編」を実施。43 名が参加した。 

４その他 

社会教育施設・学校体育施設の開放 

・公民館グループ活動団体への公民館施設利用優遇、青少年健全育成団体等やスポー

ツ愛好者への学校体育施設等の開放を行った。 

・博物館研修館や美術館ギャラリー、研修室の貸出しにより、市内外の多くの人へ、

講座、研修会、活動発表、鑑賞会の機会を提供した。 

・視聴覚ライブラリーの教材、機材の貸出しにより、市内学校や各種団体へ視聴覚教

育の振興を図った。 

公民館分館・地域コミュニティセンターの管理と運営 

・牛窓町公民館牛窓分館、鹿忍分館、長浜分館に管理業務員、長船町公民館美和分館

には用務員を、福田と今城地域コミュニティセンターには館長と主事を配して施設

を管理し、地域の生涯学習の振興の場として活用された。 

 

成果 

消防用設備点検による中央公民館、

牛窓分館、長浜分館、長船町公民館、

美和分館の不良箇所の修繕を行った。 

新図書館については、時期は遅れた

が着工することができた。                                       
課題 

牛窓町公民館の耐震診断結果に基

づく改修。 

 公共施設の再編計画にもとづく施設

のあり方を検討する必要がある。 

自己 
評価 
（A～D） 

B 
今後の 

方向性 

「安心・安全な公民館」として牛窓町公民館の耐震工事につい

て検討を行う。 

公共施設再編計画にもとづく施設のあり方について検討を行

う。 

新図書館開館に向けた体制整備と公民館と一体となった生涯

学習拠点施設として事業計画を行う。 
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Ⅲ－３ 市民のニーズに応じた学習機会の提供 

事業の 

目的 

 市民や地域の必要課題や要求課題を把握し、解決のための効果的な学習機会を提供

する。特に、地域の特色を生かした学習機会を提供し、地域の中で学習参加者が互い

に連携するための支援を行う。 

また、多様化、高度化する学習要求に応えられるよう企業や大学等とも連携や協力

しながら学習機会を提供する。 

さらに、出前講座等の人材情報データベースを整備し、学習機会を提供する。 

取組の 

概要 

１学習ニーズの把握 

・各公民館 3 館において、年１回の公民館登録グループ代表者会議における意見交換、窓

口でのヒアリング、学習相談、事業後のアンケートの実施により、学習要求の把握

に努めた。 

２学習機会の提供 

・専門的知識を持つ個人や行政と連携し、学習ニーズ（防火・防災、ゴミの減量化と

リサイクル、将棋、これならできる健康らくらく習慣、知っているようで知らない

薬の話、からだが喜ぶ食生活、）に対応した出前講座において人材の派遣を行った（７

回、参加者 180 人）。 

・各公民館３館の高齢者学級（邑悠学級、牛窓いきいき学級、ふれあい学級）で、学

級生の要求や社会の必要課題を取り上げ実施した。（年間 11 回、延べ 4,473 人） 

・市民ニーズに合わせた「文学講座」（５回、参加者 205 人）、「キャラ弁をつくろう」（2 回、参 

加者 26 人）、「ときめきチャレンジ」(７回、参加者 142 人)、「男の料理教室」（９回、70 人）な 

どの学習機会を提供した。 

３図書館活動の充実 

・全保育園、幼稚園に移動図書館車を巡回し、おはなし会と絵本の貸出を実施した。 

・図書館や図書室で美術館、博物館や市の施策に関連したブックリストを作成した。 

・長期休業期間に、各学校の学級文庫用図書の貸出を実施した。 

・10 月から、希望のあった高齢者施設 15 カ所に移動図書館を巡回。本の貸出し以外にも、

おはなし会や「回想法」と言われる介護予防プログラムの実施を開始した。 

４地域、企業、大学等と連携した学習機会の提供 

・日本オリーブと連携して、「牛窓を楽しむ講座」で牛窓地区の自然や特産物にふれあい

楽しんでもらう講座を開催。（参加者 84 人） 

・牛窓町漁協と連携し「地引網」を開催。（参加者300人） 

５その他 

市民ニーズの把握 

・事業終了後、参加者へのアンケートによりニーズを把握した。 

成果 

各事業の終了後、参加者にアンケー

トを実施した結果、どの事業もほぼ 95％

の参加者が満足したと答え、ニーズに

応じた事業を提供できた。 
課題 

市民ニーズの把握に努め、ニーズに

あった魅力的な学習機会を引き続き提

供する必要がある。 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

市民ニーズ、地域の必要課題や要求課題の把握に努め、効果

的な主催講座や出前講座を開催し、市民に学習機会を提供して

いく。 

主催講座から自主グループ化への支援を行う。 
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Ⅲ－４ 学び会い、教えあい、人がつながるしくみづくり 

事業の 

目的 

 あらゆる年代が学びあい、教えあい、人がつながり、学習の循環ができるように、

市民、各種民間団体、行政と企業等が連携、協力できるしくみづくりを進める。 

取組の 

概要 

１学習成果発表の場の提供 

・公民館グループによる「音楽コンサート」、「囲碁、将棋大会」、「写真展示」、「山野

草展」、「さつき展」など、活動成果発表の場として公民館を提供した。 

・中央公民館、牛窓町公民館、長船町公民館で各地域の特性を活かした市民文化祭を、

中央公民館で 10 月 25 日、26 日に開催（延べ 3,925 人参加）、牛窓町公民館で 10 月

18 日、19 日に開催（延べ 695 人参加）、長船町公民館で 11 月 8 日、9日（延べ 1,900

人参加）に開催し、公民館グループや市民の方の発表の場を提供した。 

・備前長船菊花展を目標に、大菊 3 本立てを中心に「菊づくり講座」（年間 20 回、参加者延

べ 742 人）を開催した。また、菊づくり講座生や愛好家の学習の成果の発表として第 28 回

備前長船菊花展を開催した（出品者 73 名、900 鉢、見学者延べ約 6,000 人）。 

・博物館ボランティアの活躍支援（場と知識の提供）を行った。 

・美術館ギャラリーを利用し、市文化協会による展示や小学生の図画展、作家の個展

など、市民の文化芸術作品の展示を行った。 

 

２地域社会への還元 

・博物館、読み聞かせボランティアの育成及び活動の支援などを行った。 

 

３地域活動団体への支援 

・PTA 連合会、婦人協議会、青年団、FOS 少年団、スポーツ少年団、B&G 海洋クラブ、

体育協会、文化協会に対して社会教育活動補助金を交付した。また、活動支援及び必

要に応じて適切な指導助言を行った。 

 

 

成果 

各公民館も、登録グループの活動が

盛んで、文化祭の開催により、日頃の学

習成果の場の提供ができた。 

 

課題 

習得した知識や技術を地域社会へ

還元し、活かす活動の場や機会を提供

する必要がある。 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

今後も幅広い世代の人たちがお互いに学びあい、教えあい、人

がつながる場を提供する。 

自己の能力の向上やボランティア活動に向けて、気軽に仲間が

集い学習しやすい環境づくりに努めるとともに、生涯学習を通じた

交流の輪の広がりを支援していく。 
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Ⅳ－１ スポーツ活動の場所と機会の提供 

事業の 

目的 

地域の特性を活かした、既存のスポーツ施設の整備を図りながら、学校体育施設の

開放を進め、定期的、継続的にスポーツ活動に参加できる場所と機会を提供する。 

また、スポーツの必要性、重要性等について広報、啓発活動を進める。 

取組の 

概要 

１スポーツ施設の整備と活用 

・市内各スポーツ施設の計画的修繕を行いながら、利用日程調整により有効活用、効

率的利用を図った。 

・社会体育施設の個々にある内規を「社会体育施設管理運営に関する内規」として統

一的に整備し、管理運営の効率化を図った。 

２学校体育施設の開放 

・学校体育施設の使用調整について、牛窓、邑久、長船それぞれの地区別に調整会議

を開催し、学校施設の効率的な利用を図った。 

３海洋スポーツ施設の有効利用 

・牛窓ヨットハーバーと連携し、邑久海洋センター主催のカヌー教室、ヨット教室等

を開催し、邑久海洋センター艇庫の有効活用を図った。 

・牛窓ヨットハーバーとＢ＆Ｇ瀬戸内海洋クラブの各事業を連携させることにより、

ヨットハーバーと海洋センター艇庫双方の有効利用に努めた。 

４指定管理者制度によるスポーツ施設の運営 

・平成 22 年度導入した邑久スポーツ公園、長船スポーツ公園、邑久Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ーの円滑な施設運営のために、側面的支援を継続して行った。 

・Ｂ＆Ｇ海洋センター各施設及びスポーツ公園各施設の一括管理における指導助言を

行った。 

５スポーツ施設予約システムの検討 

・スポーツ施設の料金体制など、インターネット予約システム等を導入するためには

条例等を含め整備していくことが多く、さらなる検討が必要である。 

６市内キャンプ場の継続に関する検討 

・前島キャンプ場は長年使用されておらず、崩落等により危険な状態であるため、キ

ャンプ場条例を廃止した。 

 

成果 

社会体育施設及び学校体育施設と

もに、有効かつ効率的に活用されて

いる。本年度は指定管理事業も充実

したものとなっている。また、邑久・長

船両海洋センターは、B&G 財団より引

き続き「特 A」評価を受けている。 課題 

邑久海洋センタープールの用途変更

申請（多目的施設への改修工事）を含

めたプール改修工事の検討、自然教育

の森キャンプ場運営方法の検討等、社

会体育施設の転換期ともなるため、活

用方法や今後の利用計画等の充分な

検討が必要である。 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

NPO 法人瀬戸内市体育協会との密接な連携を維持する。ま

た、スポーツ推進計画の策定（振興計画の見直し）に向けて岡山

県スポーツ推進計画に沿った具体的検討を行い、市のスポーツの

方向性を定めるとともに、スポーツ推進委員及びＮＰＯ法人瀬戸内

市体育協会を中心としたスポーツの体系づくりを行う。 
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Ⅳ－２ 多様なスポーツ活動の支援 

事業の 

目的 

市スポーツ推進委員会や瀬戸内市Ｂ＆Ｇ海洋センター指導者会等の指導者を、希望

する学校や老人クラブなど各種団体に派遣し、出前講座をコーディネートする。 

また、Ｂ＆Ｇ財団のプログラム事業を活用し、高齢者への転倒予防プログラムや海

洋性レクリエーション事業を取り入れ、各年齢層に応じたスポーツ活動を支援する。 

取組の 

概要 

１スポーツを通じた健康づくりの推進 

・骨骨貯筋クラスの市民病院との連携などにより、市民に対する健康づくりを実践し

た。 

 

２スポーツ・レクリエーションの振興 

・スポーツフェスティバルや健康マラソン大会実施に向けて、団体の運営支援を行っ 

た。 

 

３スポーツ関係者を対象とした研修会等の開催 

・体育協会とＢ＆Ｇ指導者会の連携により、ＯＰヨット体験会、カヌー体験教室等を

開催するなど体育協会とＢ＆Ｇ指導者会の連携によりスポーツ環境の整備に努め

た。またヨットハーバーとの連携による海洋性スポーツ指導者レベルアップ研修会

の開催により海洋性スポーツの指導環境の充実を図った。 

・スポーツ少年団と連携し、スポーツ少年団体指導者・育成会等研修会を実施し、少

年スポーツ指導者等の資質向上を図った。 

・市スポーツ推進委員によるニュースポーツ等の出張指導により、高齢者のニーズに

対応したプログラムを実施した。 

 

４ニュースポーツの普及 

・ニュースポーツ用具を各地域や各種団体への貸出し・スポーツ推進委員の出張指導

による普及及び調整を行った。 

 

 

成果 

骨骨貯筋クラスでは、市民病院の看

護師の派遣など医療との連携を深め

た。 

B＆G 海洋性スポーツ指導者の資質

の向上のため、レベルアップ研修会の

実施や各研修会に参加することにより、

指導環境を充実させることができた。ま

た、海洋性スポーツの指導環境を充実

させることにより幅広い方々に海洋性ス

ポーツを体験していただいた。 

 

課題 

市スポーツ推進委員の出張指導によ

り高齢者等のスポーツ活動対する支援

を行ったが、周知レベルが低く、出張指

導の依頼も前年度を下回った。 

体育協会及びスポーツ推進委員が

提供する各種スポーツプログラムを充実

させ、市民が各個人に合ったプログラム

を実践できるようにする。 

 

自己 
評価 
（A～D） 

Ｂ 
今後の 

方向性 

 ＮＰＯ法人瀬戸内市体育協会、スポーツ推進委員、Ｂ＆Ｇ

指導者会など、各種スポーツプログラムを提供できる組織を

充実させ、教育委員会が統括することにより、市民の多様な

スポーツ活動を支援する。 
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Ⅳ－３ スポーツ団体・指導者の育成 

事業の 

目的 

年齢や性別、身体能力に応じて適切に指導できる指導者及びボランティアの育成、

確保を進める。 

取組の 

概要 

１スポーツ指導者育成 

・牛窓ヨットハーバーと連携することにより、海洋性スポーツ指導者研修会を開催し、

海洋性スポーツ指導者の資質の向上、育成を図った。 

・スポーツ推進委員を各種研修会に派遣することにより、スポーツ推進委員個々の資

質の向上を図るとともに、研修内容を各委員に伝えることにより、委員全体の資質

向上を図った。 

２体育協会・スポーツ少年団の支援 

・ＮＰＯ法人瀬戸内市体育協会の組織運営や事業実施の支援を行い、体育協会の組織

強化、事業実施機能の強化を図った。 

・瀬戸内市スポーツ少年団の事務局を行いながら、スポーツ少年団の体育協会への移

管に向けた検討を行った。 

３総合型地域スポーツクラブの支援 

・総合型地域スポーツクラブである「ゆめりくクラブ」について、瀬戸内市邑久浄化

センター生涯スポーツ広場への活動場所の確保、整備等や、晴れの国岡山駅伝競走

大会に対する側面的支援により、活動の推進充実を図った。 

４その他 

瀬戸内市スポーツ推進委員会の組織化 

・スポーツ基本法の制定により、スポーツ推進委員の活動内容が「実技の指導」や「指

導・助言」という役割以上に、「調整・連絡」という役割が重視されてきた。スポー

ツ推進委員による各地区への出張指導等を通じて地域スポーツの振興を図るととも

に、各地区における実践活動を通じて、地域課題となっている市民の健康の維持増

進に対する意識の高揚を図った。 

・スポーツ推進委員会の組織を見直し、各係の内容を明確にすることにより、役割を

把握するとともに、自主的に活動ができる体制づくりを目指した。 

成果 

研修会の実施や種々の研修会への

派遣、参加により、それぞれの指導者団

体による幅広い年齢層に対応するプロ

グラムの実施が可能になってきている。

また、少年期の指導に特化した研修会

を実施することにより、少年期の指導に

ついて共通理解を持っていただいた。 
課題 

 総合型地域スポーツクラブの設立に

向けた支援はもとより、各種団体に対す

る支援を行う。また、後継者育成を含め

た指導者の育成が急務となっており、ボ

ランティア指導者の育成、充実及び組

織化が必要である。 

自己 
評価 
（A～D） 

Ｂ 
今後の 

方向性 

Ｂ＆Ｇ財団、ＮＰＯ法人瀬戸内市体育協会等と連携し、スポーツ

指導者の育成、資質の向上に努める。また後継者の育成、新規指

導者の養成を行う。 

スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブを支援するととも

に、新規総合型地域スポーツクラブの設立に向けた活動への支

援を行う。 
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Ⅳ－４ トップレベルで活躍する選手の支援 

事業の 

目的 

国際大会や国体、競技別の全国大会に出場する市民を応援するために激励金を交付

する。なお、制度の市民周知について、啓発を行い、代表として出場する選手に対し

て市をあげて応援する環境をつくる。 

また、市民のスポーツに対する関心を高めるため、国際大会、全国大会等の成績優

秀者を表彰する。 

取組の 

概要 

１全国大会等出場選手への激励 

・国体激励会の実施及び国際･全国大会出場者に激励金を交付した。 

・昨年度に激励金交付要領を全面的に見直し、金額的な不均衡の解消、交付対象者の

明確化、様式の変更等を行ったことにより、本年度は順調に交付事業が実施できた。 

・市ホームページで様式のダウンロードを可能にし、激励金の情報等を掲載すること

により効果的な広報ができた。 

・国際大会に出場する選手等の情報を市ホームページに掲載し、啓発活動に努めた。 

 

２その他 

市独自のスポーツ顕彰制度の創設についての検討 

・市独自のスポーツ顕彰制度を創設するものではなく、教育委員会表彰によりスポー

ツ部門の表彰を行うこととした。 

成果 

 激励金交付事業について、国際大会

12 件、国体 14 件、全国大会個人 35

件、団体 2 件と前年上回る申請をいた

だき、制度内容は徐々に浸透しつつあ

る。また、啓発についてホームページの

活用等の検討を行い、制度の周知に努

めた。 課題 

激励金制度の周知の面についてまだ

まだ不十分と思われ、 同様の制度を

運用している他の自治体の周知の手法

を調査、研究する必要がある。 

自己 
評価 
（A～D） 

Ｂ 
今後の 

方向性 

激励金の交付について、市ホームページのみではなく、広

く周知する方法の研究が必要である。また、トップレベルで

活躍する選手等の広報等についても研究が必要である。 
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Ⅴ－１ 文化財の保護・保存と情報発信 

事業の 

目的 

郷土の歴史や文化財の調査を進め、文化財指定による適正な保護、保存や修理を支

援する。 

また、市民の文化財への関心と愛護思想を高めるため、博物館等の文化施設や現地

における公開をはじめ、広報紙・ホームページ等を活用し、市内外へ広く文化財の情

報を紹介する。 

取組の 

概要 

１文化財・伝統行事の保護・保存 

・本蓮寺重要文化財建造物周辺の支障木伐採事業に対し、補助金を交付し、事業の支

援を行った。 

・本蓮寺本堂及び番神堂、餘慶寺本堂の防災施設保守点検事業に対し、補助金を交付

し、事業の支援を行った。 

・新病院建設用地の発掘調査報告書を作成し、記録保存等の処置により、埋蔵文化財

の保護、保存を行った。 

・存在が確認されている埋蔵文化財包蔵地の開発協議を行い、記録保存等の処置によ

り、埋蔵文化財の保護、保存を行った。 

・1 月 26 日、第 61 回文化財防火デーにあわせ弘法寺にて防火訓練を実施した。あわ

せて餘慶寺本堂及び三重塔、静円寺本堂及び多宝塔の防火査察を実施した。 

・民俗文化財や伝統行事の維持・管理に補助金を交付し、伝統文化等の継承を支援し

た。 

 

２文化財情報の提供 

・『牛窓町史』『邑久町史』『長船町史』その他文化財冊子の販売を行った。 

・市ホームページに指定文化財等の情報を掲載した。 

・市広報紙に「瀬戸内発見伝」を連載し、市内の文化財等の紹介を行った。 

 

３その他 

・文化財や民俗資料を活用し、総合的学習や歴史学習などの学校教育への支援を行っ

た。 

成果 

指定文化財の保護、保存事業につ

いて計画どおり事業を実施することがで

きた。 

課題 

 地域内の文化財を総合的に把握し、

周辺の自然環境なども含め総合的に保

存活用していくために、歴史文化基本

構想を策定する必要がある。 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

指定文化財等を適切に維持、管理していくため必要な措置

を講ずる。地域に残る文化財が地域共通の財産として大切に

感じられ後世へ残るよう、より積極的に情報を提供する。歴

史的な資料や文化財を、学校教育、郷土学習、まちづくり、

文化の振興に活かすため、文化施設等で積極的に公開、活用

する。 



平成 26 年度主要施策シート 

27 

Ⅴ－２ 歴史・伝統文化を次の世代に継承 

事業の 

目的 

古くから継承されてきた歴史遺産や伝統文化を保護、保存、公開し、市民の郷土文

化への関心を高める。地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史ま

ちづくり法）の趣旨に則り、歴史的風致であり、まちの個性を形づくる伝統文化や文

化財を次世代に継承する。 

取組の 

概要 

１文化財の活用 

・須恵古代館、寒風陶芸会館等において市内遺跡出土遺物や歴史資料を活用した展示

を行った。 

・門田貝塚史跡公園、築山古墳等を活用し、考古、郷土学習の場を提供した。 

・備前長船刀剣博物館では、特別展（3 回）、テーマ展（4 回）を開催し、刀剣等資料

を展示し、刀剣文化の歴史、魅力の紹介を行った。また、刀匠が講師となって小刀

作成講座、ペーパーナイフ講座を開催し、伝統工芸継承の足がかりとした。 

  

２地域文化の振興 

・市広報紙やホームページにより文化財及び文化情報の提供を行い、地域の豊かな歴

史文化について紹介した。 

・博物館ボランティアの活用により、年間 244 団体に解説を行い、刀剣の里長船や備

前刀を中心とする刀剣について理解を深めることができた。 

・指定民俗文化財管理団体（15 団体）へ文化財活動費補助金を交付し、伝統文化の保

護、伝承の支援を行った。 

・岡山県無形文化財保持者森陶岳氏の古備前を探求し、越えようとする取り組みを映

像記録として保存し、次世代に技術を継承するため、映像記録保存事業を実施した。 

 

 

 

 

成果 

博物館では夏季特別展「戦国無双の

刀剣展」を開催し、若者や女性など、

より幅広い層へ刀剣文化に触れても

らう機会を提供できた。また、「お守

り刀展覧会」は、秋の恒例特別展とし

て認知度が高くなってきている。 
課題 

市民の歴史、伝統文化に対する学習

要求に応えられるよう、情報や資料の蓄

積と、より積極的な発信をする必要があ

る。 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

伝統行事を担う団体等の活動支援を行うとともに、博物館、

文化財展示施設の特性を活かし、瀬戸内市のすぐれた歴史、

文化を次世代に伝え継承できるよう学習機会の提供を行う。 
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Ⅴ－３ 伝統文化や芸術にふれながら学習する機会の提供 

事業の 

目的 

博物館等を利用し伝統文化や伝統技術を製作体験しながら学習する場を提供する。 

また、公民館を中心に行われている市民の自主的な文化芸術活動の発表の場と、市

民参加の機会を提供する。 

美術館ギャラリーを利用した展示や公民館のホールでの公演など、身近に芸術文化

に触れる機会と発表の場をつくる。 

取組の 

概要 

１学習場所の提供 

・魅力的な展示や活動を企画し、文化や芸術の活動拠点である公民館、博物館、美術

館などの利用を図った。 

・美術館では、特別展「小磯良平展」、企画展「斎正機展」などを開催、優れた芸術作

品を鑑賞する機会を提供した。 

・中央公民館でプロオーケストラの岡山フィルハーモニック管弦楽団によるコンサー

トを開催し、音楽芸術鑑賞等の機会提供と共に中学・高校演奏学部が演奏指導を受

けた。（参加者 444 人） 

２学習機会の提供 

・博物館では、刀剣の伝統技術の伝承を図るための体験講座を開催した。「小刀製作講

座」は月２回、「ペーパーナイフ講座」は随時、「日本刀手入れ講習会」は月 1 回開

催した。 

・美術館では、特別展、企画展の作者や作品への理解を深めるため、講演会やギャラ

リートークを開催した。 

３文化活動の支援 

・瀬戸内市文化協会活動支援及び指導助言を行った。 

・公民館活動をしている登録グループ 216 団体（中央公民館 96 団体、牛窓町公民館 53 団

体、長船町公民館 65 団体）を、登録制により公民館使用料を免除し、グループの主体的学

習活動の支援を行った。 

４発表機会の提供 

 ・公民館や各地域で文化活動を行う団体、個人の学習発表の場として、瀬戸内市文化

祭を、中央公民館、牛窓町公民館、長船町公民館において開催した。 

・美術館ギャラリーを利用した展示を年間を通して随時開催した。 

 

成果 

博物館、美術館等では施設の特性を

活かした伝統文化やすぐれた芸術に

ふれる学習機会を提供できた。 

公民館活動をしている登録グルー

プは、昨年に比べ４団体増え、活発な

活動が行われている。 
課題 

博物館、美術館においては、限られ

た予算の中で、魅力ある展示や企画を

実施する必要がある。 

また、市民が真に求めている芸術文

化がなにであるかを把握する必要があ

る。 

 

自己 
評価 
（A～D） 

A 
今後の 

方向性 

博物館、美術館等で様々な優れた芸術や文化にふれる機会

を提供し、さらに市民の芸術文化の発表の機会を公民館や美

術館ギャラリーで提供していく。 

 



２４年度 ２５年度 ２６年度

Ⅰ-１ 就学前教育の推進 Ａ Ａ Ａ

Ⅰ-２ 道徳教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅰ-３ 学力の向上 Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅰ-４ 学習環境の改善 Ａ Ａ Ａ

Ⅰ-５ 学校施設・機器の整備 Ａ Ａ Ａ

Ⅰ-６
児童生徒の体力向上に努
め、健康管理と安全の確保

Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅰ-７
安全で栄養バランスのよい学
校給食を提供

Ａ Ａ Ａ

Ⅰ-８
学校・園の適正規模について
検討

Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅰ-９
生徒指導上の諸問題への対
応

Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅱ-１
家庭教育に関する情報や学
習機会・集いの場の提供

Ａ Ａ Ａ

Ⅱ-２ 青少年の体験の場の提供 Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅱ-３ 地域との交流の機会の提供 Ａ Ａ Ａ

Ⅱ-４ 未来に輝く青少年の育成 Ａ Ａ Ａ

Ⅲ-１
学習活動を促進するための
情報の発信

Ａ Ａ Ａ

Ⅲ-２
身近な学習活動の場所の整
備

Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅲ-３
市民のニーズに応じた学習機
会の提供

Ａ Ａ Ａ

Ⅲ-４
学びあい、教えあい、人がつ
ながるしくみづくり

Ａ Ａ Ａ

Ⅳ-１
スポーツ活動の場所と機会の
提供

Ａ Ａ Ａ

Ⅳ-２ 多様なスポーツ活動の支援 Ａ Ｂ Ｂ

Ⅳ-３ スポーツ団体・指導者の育成 Ａ Ｂ Ｂ

Ⅳ-４
トップレベルで活躍する選手
の支援

Ｂ Ｂ Ｂ

Ⅴ-１
文化財の保護・保存と情報発
信

Ａ Ａ Ａ

Ⅴ-２
歴史・伝統文化を次の世代に
継承

Ａ Ａ Ａ

Ⅴ-３
伝統文化や芸術にふれなが
ら学習する機会の提供

Ａ Ａ Ａ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

子どもが楽しく学び成長を実
感できるまち

子どもの成長をみんなで見守
るまち

互いに学びあい、教えあい、
人がつながるまち

スポーツを通じ健やかに暮ら
せるまち

歴史や文化を大切にするまち

重点施策 主要施策

自己評価の推移

Ⅰ

Ⅱ
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（平成26年度当初予算）

項 目 予算（単位：千円） 予算割合

教育委員会費 1,861 0.1%

事務局費 392,239 16.5%

学校管理費 159,028 6.7%

教育振興費 74,013 3.1%

学校管理費 61,610 2.6%

教育振興費 64,414 2.7%

幼稚園費 幼稚園費 257,638 10.8%

社会教育総務費 69,072 2.9%

文化財保護費 7,178 0.3%

公民館費 100,242 4.2%

図書館費 850,284 35.8%

博物館費 44,102 1.9%

美術館費 31,186 1.3%

保健体育総務費 27,682 1.2%

保健体育施設費 50,155 2.1%

学校給食共同調理場費 183,973 7.7%

2,374,677 100.0%

３　教育関係予算

保健体育費

合計

教育総務費

小学校費

中学校費

社会教育費

1,861

392,239

159,028

74,013

61,610

64,414

257,638

69,072

7,178100,242

850,284

44,102

31,186
27,682

50,155 183,973 教育委員会費

事務局費

学校管理費

教育振興費

学校管理費

教育振興費

幼稚園費

社会教育総務費

文化財保護費

公民館費

図書館費

博物館費

美術館費

単位：千円
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教育に関する事務の管理および執行の状況の点検・評価に関する意見 

 

外部評価委員 堤 幸一 

 

平成 26 年度の教育に関する事務の管理および執行状況の点検・評価案につい

て、事前にいただいた資料に基づいて，全般的な点検･評価の枠組みおよび思い

付いた意見を述べさせていただく。 

 

【 意見 】 

１． 施策内容についての年度をまたいだ時系列的な評価の一覧の導入後３

年目となるが、今年度の一覧をみると、全 24 施策の全部について、A 評価

が 14 個、B 評価が 10 個となり、昨年度の A14 個、B10 個と比べてみる

と、同じ項目で同じ評価となっており、全体として、昨年度並の自己評価を

されていた。個別の施策内容の報告をみると、それぞれ継続的に努力されて

いることが判断できるので大きな問題はないと思われる。 

しかし自己点検・評価は、改善のために行われるものなので、以前にも指

摘させていただいたが、これらの評価の推移は、むしろ単年度の評価で終わ

るのでなく、数カ年という中期的な方針、計画の中に位置づけて、活用・意

味づけるべき物である。これについて、ご説明によると、市政全体の大綱が

策定中であり、それに沿った教育分野における中期的な目標も策定中とのこ

とであったので、自己点検・評価に対しては非常に意義があると申し上げた

い。そして中期目標による予算・人員配置には、この年度ごとの評価および

中期目標に関しての時系列的・継続的な達成度評価という２つの視点を活用

されて、今後も弾力的・効果的運用を進められることが望ましいと思う。 

 

２． 個別の施策について、Ⅱ－２、Ⅱ－３、Ⅲ－１、Ⅲ－２、Ⅲ－３それ

以外の他の施策においても、市民、特に青年層への情報提供や意見の聴取、

ニーズの把握をしたいという場面が多くみられるので、ホームページでの広

報・掲示だけでなく、Twitter の導入を検討されるのはどうかと提案した

い。担当者の負担が増えすぎるのは避ける必要があるので、まずはイベント

告知・募集などに限定して利用してみることをお勧めする。そして利用可能

性や使い勝手が確認された後、徐々にイベント参加者の感想や意見のツイー

トをニーズの把握に活用されるというのがよいのではないだろうか。 

 

【 感想 】 

数年来、外部委員として、評価報告を拝見させていただいている。毎年

のことであるが、施策内容に担当部署の方々の努力と熱意が感じられる。

関係者の皆様に敬意を表するものである。 
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                                外部評価委員 山本 正 

 

 平成26年度の「教育に関する事務の管理及び執行の状況」に係る点検及び評価について，その結

果に関する報告書に目を通すとともに内容についてご説明もいただきました。いつもながら真摯に

教育行政に取り組んでおられることが伝わってきました。 

以下に若干の意見を述べさせていただきます。 

 

1 全体的な印象 

 全体的には妥当な自己評価がなされていると思います。まずA評価には「A」なりの根拠を認める

ことができます。その成果の上にさらに新しいチャレンジがなされることを期待します。B 評価に

ついては，達成度に上限がないとか予算に制約があるなどの理由で，ご努力にもかかわらず，思う

ような結果が出せなかったと自己評価されたのではないかと感じました。今後とも目標を高く掲げ

て粘り強く取り組んでいただきたいと思います。 

 

2 いくつかの項目について 

 いくつかの項目について少し具体的に述べておきます。 

 （1） 学力の向上 

 学習指導を充実させるために，瀬戸内市では独自の学力・学習状況調査の実施，習熟度別指導，

さらには岡山型学習指導のスタンダードをおさえた授業改善などさまざまな手を打っておられます。

国や岡山県の学力テストに加えて独自のものを実施することによって，他のどこよりも確かなフィ

ードバックを得ることができます。また，習熟度別指導をすべての学校で加配の有無にかかわらず

行っておられます。授業時数などで負担があると思われますが，子どもたちの学力の定着には着実

に効果を上げるものと思われます。新しい学力観を踏まえた授業改善の試みは，これからの時代に

ふさわしい学力を育む態勢づくりに不可欠だと考えます。 

「家庭学習の時間も増加傾向にある」（全国学力・学習状況調査の結果）ということですから，ご

家庭とも連携をとりながら学力の向上に努めていただきたいと思います。 

 （2） 児童生徒の体力向上，健康管理と安全の確保 

報告書によれば，瀬戸内市の子どもたちの体力は概して望ましい状況にあり，特に中学2年生の

新体力テストの結果は岡山県で第1位の成績であったということです。このことは瀬戸内市民が自

慢してもよいことではないかと思います。教育の最重要課題である「生きる力」の育成においては，

「確かな学力」とともに「すこやかな心とからだ」にも目を向けなければなりません。その意味で

は，体力テストの成績が1位であったことは特筆すべきことです。このような瀬戸内市の強みを維

持し，さらに向上させていく取り組みが期待されます。 

安全の確保に関して，報告書では，課題として「限られた予算の中ですべての修繕要望に応える

ことは困難である」とあります。予算を伴うものについては，緊急性の高いものから優先順位をつ

けて現実的に対応していかざるをえない場合もあると思います。なお，安全の確保については，学

校において積極的な安全教育を行っていくことが重要です。 

 （3）安全で栄養バランスのよい学校給食 

 学校給食では，地場産物の利用を図るとともに，瀬戸内市の郷土料理や特色ある食材を使った献

立を提供するなどの取り組みが継続的になされています。このことは，子どもたちの郷土への理解

を深め，愛着や誇りを育むといった面での学校給食の可能性を示しています。学校給食は瀬戸内市

民としてのアイデンティティーを育てる力を持っています。今後ともこのような取り組みを継続し

ていただきたいと思います。また，その意味では，食育の題材として「瀬戸内市の郷土料理」や「瀬

戸内市の特色ある食材」などを取り上げてみてはどうでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内市教育委員会 

〒701－4392 

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 4911 

TEL0869-34-5640 FAX0869-34-4790 

http://www.city.setouchi.lg.jp/education/index.html 


